
    

九
・
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
三
十
五
号
） 

 
 



九
．
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）

○
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
章

各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税

第
一
節

各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

第
二
款

損
金
の
額
の
計
算

第
十
一
目

寄
付
金

（
一
般
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得
の
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
を
適
用
し
な
い
で

計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
所
得
の
金
額
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
（
対
外
船
舶
運

航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）

３
～
６

（
略
）

第
二
節

税
額
の
計
算

第
二
節

税
額
の
計
算

第
二
款

税
額
控
除

第
二
款

税
額
控
除

（
控
除
限
度
額
の
計
算
）

（
控
除
限
度
額
の
計
算
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
の
所
得
金
額
と
は
、
法
第
五
十
七
条
（
欠
損

２

前
項
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
の
所
得
金
額
と
は
、
法
第
五
十
七
条
（
欠
損

金
の
繰
越
し
）
及
び
第
六
十
四
条
の
四
（
公
共
法
人
等
が
普
通
法
人
等
に
移
行
す

金
の
繰
越
し
）
及
び
第
六
十
四
条
の
四
（
公
益
法
人
等
が
普
通
法
人
等
に
移
行
す

る
場
合
の
所
得
の
金
額
の
計
算
）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
（

る
場
合
の
所
得
の
金
額
の
計
算
）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
（

対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例

対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例

）
、
第
六
十
七
条
の
十
二
及
び
第
六
十
七
条
の
十
三
（
組
合
事
業
等
に
よ
る
損
失

）
、
第
六
十
七
条
の
十
二
及
び
第
六
十
七
条
の
十
三
（
組
合
事
業
等
に
よ
る
損
失
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が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該

が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
（
次
項
に
お
い
て
「
当
該
事
業
年
度
の
所
得
金
額
」
と

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
（
次
項
に
お
い
て
「
当
該
事
業
年
度
の
所
得
金
額
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。

い
う
。
）
を
い
う
。

３

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
の
調
整
国
外
所
得
金
額
と
は
、
法
第
五
十

七
条
及
び
第
六
十
四
条
の
四
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
、
第
六

十
七
条
の
十
二
及
び
第
六
十
七
条
の
十
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場

合
の
当
該
事
業
年
度
の
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
所
得
金
額
か
ら

外
国
法
人
税
が
課
さ
れ
な
い
国
外
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
を
控
除
し
た
金

額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
金
額
が
当
該
事
業
年
度
の
所
得
金
額
の
百
分
の
九
十

に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
と

す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
通
算
法
人
に
係
る
控
除
限
度
額
の
計
算
）

（
通
算
法
人
に
係
る
控
除
限
度
額
の
計
算
）

第
百
四
十
八
条

（
略
）

第
百
四
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
通
算
事
業
年
度
の
所
得
金
額
及
び
他
の
事
業

３

前
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
通
算
事
業
年
度
の
所
得
金
額
及
び
他
の
事
業

年
度
の
所
得
金
額
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
十
七
条
（
欠
損
金
の
繰
越
し
）
、
第

年
度
の
所
得
金
額
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
十
七
条
（
欠
損
金
の
繰
越
し
）
、
第

六
十
四
条
の
四
（
公
共
法
人
等
が
普
通
法
人
等
に
移
行
す
る
場
合
の
所
得
の
金
額

六
十
四
条
の
四
（
公
益
法
人
等
が
普
通
法
人
等
に
移
行
す
る
場
合
の
所
得
の
金
額

の
計
算
）
、
第
六
十
四
条
の
五
（
損
益
通
算
）
、
第
六
十
四
条
の
七
（
欠
損
金
の

の
計
算
）
、
第
六
十
四
条
の
五
（
損
益
通
算
）
、
第
六
十
四
条
の
七
（
欠
損
金
の

通
算
）
及
び
第
六
十
四
条
の
八
（
通
算
法
人
の
合
併
等
が
あ
つ
た
場
合
の
欠
損
金

通
算
）
及
び
第
六
十
四
条
の
八
（
通
算
法
人
の
合
併
等
が
あ
つ
た
場
合
の
欠
損
金

の
損
金
算
入
）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
（
対
外
船
舶
運
航
事

の
損
金
算
入
）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
（
対
外
船
舶
運
航
事

業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
）
、
第
六
十
七
条

業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
）
、
第
六
十
七
条

の
十
二
及
び
第
六
十
七
条
の
十
三
（
組
合
事
業
等
に
よ
る
損
失
が
あ
る
場
合
の
課

の
十
二
及
び
第
六
十
七
条
の
十
三
（
組
合
事
業
等
に
よ
る
損
失
が
あ
る
場
合
の
課

税
の
特
例
）
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
を
適

税
の
特
例
）
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該
通
算
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
及
び
当
該
他

用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該
通
算
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
及
び
当
該
他

の
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
い
い
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
通
算
事
業
年
度

の
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
い
い
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
通
算
事
業
年
度

の
欠
損
金
額
及
び
他
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
額
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
規
定
を
適

の
欠
損
金
額
及
び
他
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
額
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
規
定
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該
通
算
事
業
年
度
に
お
い
て
生
ず
る
欠
損
金
額

用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
当
該
通
算
事
業
年
度
に
お
い
て
生
ず
る
欠
損
金
額

及
び
当
該
他
の
事
業
年
度
に
お
い
て
生
ず
る
欠
損
金
額
を
い
う
。

及
び
当
該
他
の
事
業
年
度
に
お
い
て
生
ず
る
欠
損
金
額
を
い
う
。
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４
～
９

（
略
）

４

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
調
整
前
国
外
所
得
金
額
と
は
、
法
第
五
十
七
条
、

第
六
十
四
条
の
四
、
第
六
十
四
条
の
五
、
第
六
十
四
条
の
七
及
び
第
六
十
四
条
の

八
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
二
、
第
六
十
七
条
の
十
二
及
び
第
六

十
七
条
の
十
三
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
場
合
の
第
百
四
十
一
条
の
二

各
号
（
国
外
所
得
金
額
）
に
掲
げ
る
国
外
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
の
合
計

額
か
ら
外
国
法
人
税
が
課
さ
れ
な
い
国
外
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
（
次
項

、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
非
課
税
国
外
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
零
を
超
え
る
も
の
を
減
算
し
た
金
額
（
次
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
加
算
前

国
外
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
に
、
加
算
調
整
額
を
加
算
し
た
金
額
（
第
六
項
に

お
い
て
「
調
整
前
国
外
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

５
～
９

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）
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